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≪子供議会で代表児童が質問しました≫ 

１０月１８日（火）、八和田小の代表児童（６年生）が参加した『子供議会』が小川町役場の議場で開
催されました。 
６年生の子供たちは、この日のために６月頃から準備を進めてきました。質問する担当課が決まって

から、総務課や防災地域支援課の仕事内容を調べ、他の市町村の取組と比べたり、自分たちにできるこ
とを考えたりして学習を進めてきました。 
子供議会の二週間前に子供議会議員の質問に、担当する課長から答弁内容が送られてきました。それ

を受けて、子供議会議員は再質問を考え、担当課長に送り、子供議会一週間前に再質問の答弁が送られ
てきました。 
子供議会当日は、子供議会議員は再々質問も用意していましたが、時間の

都合でできませんでした 
そして、各学校の最後に島田町長も答弁してくださいました。 
この機会を通して、子供たちは、小川町のことに以前よりも目を向け、関

心が高まりました。子供議会には、町議会議員、教育委員、保護者の方が傍
聴に訪れ、質問や答弁の様子を参観されました。  
各学校の一般質問の内容は、次のとおりです。 
○八和田小学校の〇〇さんは「人権推進と広報について」（総務課）、〇〇さん 
は「災害時の対応について」（防災地域支援課）を質問しました。 

○小川小：小川町観光発展の取組について（にぎわい創出課）、小川町活性 
化のための取組について（政策推進課） 

○竹沢小：小川町の子育て支援について（子育て支援課）、小川町の道路について（建設課） 
○大河小：小京都おがわを PR する取組について（都市政策課）、環境税導入について（税務課） 
○みどりが丘小：外国人の住みやすさについて（防災地域支援課）、マイナンバーカードについて 

（町民課）、下水道について（上下水道課） 
○東中：小川町のコロナ対策について（健康福祉課）、部活動の地域移行について（学校教育課） 
○西中：大人の「おがわ学」について（生涯学習課）、高齢者の防犯対策について（長生き支援課） 
○欅台中：給食費無償化について（学校教育課）、太陽光発電の建設計画について（環境農林課） 
そして、一般質問が終了した後に次の「未来宣言」を代表児童と生徒が読み上げました。 
 

小川町子供未来宣言 

 

わたしたち、小川町で学ぶ小・中学生は、この小川町子供議会を開催するにあたり、教育・福祉・環

境・文化など様々な問題について意見を出し合ってきました。 

わたしたちの住む小川町は、緑豊かで歴史と文化と伝統のある町です。わたしたちは、美しい山や川

などの自然を、そして伝統産業や世界に誇れる和紙などをこれからも守っていきます。以下宣言いたし

ます。 

一 自然を愛し、環境を大切にします。 

一 小川和紙への思いを受け継ぎ、未来につなげていきます。 

一 進んで学び、自らの可能性を伸ばします。 

一 運動に親しみ、健康な心と体をつくります。 

一 高齢者から学び、知識や経験を伝えていきます。 

一 世界に目を向け、国や世代をこえた交流を進めます。 

 
今回の子供議会の体験を６年生、八和田小学校の児童が共有し、小川町のこれからを考えるきっか

けとしていきたいと思います。 



 

≪北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う学校の対応について≫ 

 

弾道ミサイルは、極めて短時間で着弾します。万が一、弾道ミサイルが着弾した場合には、爆風や

破片等による被害が想定されます。弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合は、全国瞬時警

報システム（Ｊアラート）を通じて、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほ

か、緊急速報メール等により緊急情報が伝達されます 。 

 

１ 対応の基本方針 

北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、緊急に対応すべき事態が生じた場合に備え、以下のような方 

  針で対応します。 

・教職員は Jアラート、テレビ・ラジオ、 国民保護ポータルサイト等から、危険の状況を把握す 

 るとともに、校内や校区の危険箇所の情報収集に努めます。 

・校長は、小川町教育委員会と連携を密にしながら、児童の安全確保の観点を最優先に考えて臨 

 時休業や安全上の対策等を判断します。 

・危険を回避するための行動に関する学習を日頃から行い、児童の危機管理意識を高めます。 

・保護者の皆様と緊急時の決定に対応できるよう、普段から連絡体制（連絡メール）を確立して 

おくとともに、緊急時に児童の引き渡しができるよう訓練を行うなど 体制を整えておきます。 

・児童の安全確保のための協力体制を確立したり、危機管理マニュアルに基づいた避難訓練を実 

施したりします 。 

 

２ 児童が登校する前にＪアラートが発動された場合 

 

・自宅で待機し、政府発表による安全の確認がとれた後、登校をお願いします。 

（連絡メールで「〇時間遅れの登校をお願いします」とお伝えします。 

 

 

３ 登下校時にＪアラートが発動されたことがわかった場合 

 

・丈夫な建物に避難し、安全を確認できるまで待機する。 

（鉄筋コンクリートでできた建物がよい。） 

（建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。） 

・避難先で安全を確認した後は、登校途中の場合は速やかに登校を、下校途中の場合は下校をする。 

（教員ができる範囲で登下校の見守りを行います） 

 

４ 在校時にＪアラートが発動された場合 

 

・安全が確認できるまでは、校舎内で待機する。 

・安全を確認した後は、通常通りに日課を進める。 

 （連絡メールで学校の状況をお伝えします） 

 

 


